
掛川市

菊川市

御前崎市

中内田

上土方落合

小貫

高瀬

大坪台

上土方

掛川市

今滝

上土方工業団地

中方

上土方嶺向

浜野新田

本所

月岡

加茂

小出

西横地

小沢

神尾

奈良野

耳川

下内田

平尾

三沢

土橋

東横地

上平川

岩滑

棚草

菊川市

下平川

川上

目木

猿渡

嶺田

大石

西之谷

赤土

堂山新田

高橋

御前崎市

国包

河東

牧之原

丹野

菊川市

古谷

友田

菊川市

潮海寺

柳三丁目

堀之内

菊川市

西方

和田

青葉台三丁目

青葉台二丁目

青葉台一丁目

仲島一丁目

柳二丁目

柳一丁目

半済

吉沢

仲島二丁目

朝日

牛渕

倉沢

菊川市

沢水加

高
松
川

小出川

小笠高橋川

江川

丹野川

黒沢川

牛淵川

沢水加川

菊川

西方川

上小笠川

稲荷部川

佐束川

亀惣川

下
小

笠
川

与惣川

新田川

牧
之
原
市

菊川市

御前崎市
掛川市

掛川市

1/20000
3000m1000 0 1000 2000 

長野県

岐阜県

神奈川県

愛知県

山梨県

伊豆市

西伊豆町

南伊豆町

東伊豆町

松崎町

河津町

牧之原市

御前崎市

下田市

焼津市

富士市

伊東市

熱海市
沼津市

伊豆の国市

菊川市
湖西市

裾野市

静岡市

袋井市

御殿場市

藤枝市

掛川市 吉田町

磐田市

小山町

島田市

長泉町

富士宮市

三島市

清水町
函南町

浜松市

川根本町

森町

位置図

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川
洪水浸水想定区域図（計画規模）
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浸水想定区域の指定対象となる
洪水予報河川

 １ 説明文 

（１）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、水

防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を

表示した図面です。 

（２）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案し

て、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／１００及び１／５０（毎年、1年間にそ

の規模を超える洪水が発生する確率が１／１００及び１／５０（１％及び２％））の降雨に伴

う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより

予測したものです。 

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレー

ションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮し

ていませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想

定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。 

 

２ 基本事項等 

（１）作成主体 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所 

（２）指定年月日 菊川、下小笠川：平成２８年１２月１５日 

         牛淵川：平成２９年６月２日 

（３）告示番号 菊川、下小笠川：国土交通省中部地方整備局告示第137号 

        牛淵川：国土交通省中部地方整備局告示第62号 

（４）根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 

（５）対象となる洪水予報河川、水位周知河川 

菊川水系菊川（実施区間） 

左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで 

右岸：同県同市富田字長行平七十六番二十地先から海まで 

菊川水系牛淵川（実施区間） 

左岸：静岡県菊川市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで 

右岸：同県同市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで 

菊川水系下小笠川（実施区間） 

左岸：静岡県掛川市下土方字椿藪百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで 

右岸：同県同市下土方字椿藪百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで 

（６）指定の前提となる降雨 菊川流域の１２時間総雨量２７５ｍｍ 

平田雨量観測所（国土交通省）の１時間雨量７７ｍｍ 

（７）関係市町村 菊川市、掛川市 

（８）その他計算条件等 

①この図は、菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間で破堤した場合の洪

水浸水想定区域図等を図示しています。 

②この図は、菊川の河口より上流、牛淵川の菊川合流点より上流及び下小笠川の菊川合流点

より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したもので

す。 

③氾濫計算は、対象区間をおよそ 10m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これ

を 1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合がありま

す。 

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する

計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化し

ています。 

 

 

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）


